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甲７１

情報公開・
個人情報保
護審査会平
成２３年度
（行個）答
申第１０２
号

写し H23.10.3

情報公
開・個人
情報保護
審査会

情報公開・個人情報保護審査会
により甲２５号証（大阪市の同
和地区の区域）の情報が個人情
報ではなく、公にしても個人の
権利利益を害するおそれがある
とは認められないと判断されて
いること。
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